
記事を読む際の注意点　 ▼費用などの記載がないものは無料 ▼特別な記載がない
限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り ▼申し込みは原則として月～金
曜日、午前８時３０分～午後５時１５分に受け付け※祝日は休み

　ここでは、子育てに関する
情報などをお届けします。

子育て情報
ステーション

児童館で遊ぼう！

　児童館は子どもたちが安心して利用できる施設で
す。
▶利用できる人…１８歳未満の子ども※未就学児は
保護者の同伴が必要

▼ 利用時間…午前８時３０分～午後５時※日曜日や
祝日は除く
幼児クラブ

▼とき…毎週月・水・金曜日の午前１０時～１１時３０
分まで

▼対象…１歳以上の未就学児と保護者
子育て活動に利用できます
　館内の空いている部屋を、子育てサークルや子ど
も会などの子育て団体へ貸し出しています。詳しく
はお問い合わせください。
　…………………………………………
◉ところ・問い合わせ…西七日町児童館

（☎２２ｰ３１７５）
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本州、四国、九州に分布し、
市内では東山地区で、低地
や山地で見ることができます

　市内に生息する動植物
を紹介します。
◉問い合わせ…環境共
生課（☎２３ｰ４７００）

私のまちで

私のまちで
　み～つけた

　み～つけた！！
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市の子育て支援事業

市の子育て支援事業
とき ところ 内容 対象 定員 申し込み 問い合わせ

赤ちゃん交流広場
「ばんびぷち」

２月１０日（火）
９：３０～１１：００

會津
稽古堂

リフレッシュヨガ

０歳児と
保護者

１４組

中央保育所
子育て支援
センター

（☎２８ｰ６９２６）

２月１７日（火）
９：３０～１１：００

親子交流、身体測定、
健康相談 ２２組

子育て交流広場
「ばんびクラブ」

２月４日（水）
１０：００～１１：３０ 親子クッキング

１歳以上児と
保護者

１５組

２月２１日（土）
１０：００～１１：３０ キッズダンス

各
２０組

２月２５日（水）
１０：００～１１：３０

ふれあい
ハウス

ひなまつり会、
誕生会

物価高対応子育て応援手当について
▶支給対象者…①昨年９月分（昨年９月に出生した児童の場合は、昨年１０
月分）の児童手当受給者※昨年１０月１日以降に転入した人は、昨年９月３０
日（基準日）に住民票があった市町村より支給②昨年１０月１日から３月３１
日（火）までに出生した児童の父母など③①の受給者の配偶者であって、昨
年１０月１日から３月３１日（火）までに離婚（離婚調停中の人を含む）により

入学通知書は届きましたか
　市では、４月に市立の小・中学校か義務教育学校
へ入学（義務教育学校７年生への進級は除く）する子
どもの保護者へ、１月下旬に「入学通知書」を送付し
ました。通知書がまだ届いていない場合や内容に誤
りがある場合、また、市立の学校へ入学しない場合
はご連絡ください。
　なお、「原発避難者特例法」に基づき、１３指定市
町村から本市に避難している人や外国籍の人で市立
の学校に入学する場合は、入学前の手続きが必要で
す。

▼次の人は入学通知書が届きません…◎住民登録を
していない◎今年１月１４日以降に転入・転居届を
出した◎転入・転居して届け出を出していない
◉問い合わせ…学校教育課（☎３９ｰ１３０３）

こども誰でも通園制度が始まります
　こども誰でも通園制度とは、月一定時間までの利
用可能枠の中で、保護者の就労の有無に関わらず、
保育所や認定こども園などに通うことができる制度
です。実施事業所などの詳細は、市のホームページ
をご覧ください。
▶事業開始…４月１日（水）～
▶対象者…次の全てに該当する市民◎保育所・認定
こども園、企業主導型保育施設などに在籍していな
い◎０歳６か月～満３歳未満

▼申請方法…所定の申請書に必要事項を記入し、こ
ども保育課に提出
▶申請開始…２月２日（月）～
▶その他…制度の利用を開始する前に、事業所で初
期面談を行います
◉問い合わせ…こども保育課（☎３９ｰ１２
３９）

新１年生の就学援助制度
　市では、子どもたちが滞りなく義務教育を受けら
れるよう、４月に県や本市が設置する小・中学校、
義務教育学校に入学予定の児童・生徒の保護者で、
経済的に困っている人に、入学に必要な学用品を購
入する費用の一部を入学前に支給します。

▼対象…次の全てを満たす人◎本市に在住する◎県
や本市が設置する小・中学校、義務教育学校に在籍
しているか入学予定の児童・生徒の保護者◎市教育
委員会の基準による審査で認定を受けている
▶締め切り…◦１次締め切り＝２月１２日（木）◦２
次締め切り＝３月１１日（水）
◉申請先・問い合わせ…学校教育課（☎３９ｰ１３０３）

児童手当の支給日
　２月期分の支給日は２月１０日（火）です。なお、
金融機関によって入金時間が午後になることもあり
ます。
◉問い合わせ…こども家庭課（☎３９ｰ
１２４３）

新たに児童手当受給者となった人
▶手当額…児童１人につき 20,000 円※所得制限なし

▼申請方法…支給対象者①②のうち、公務員などの職場から児童手当を支給されている人と、支給対象者③の世
帯には個別に通知を送付します。所定の申請書に必要事項を記入し、こども家庭課に提出してください※支給対
象者①②のうち、市から児童手当の認定を受けている人は申請不要

▼申請期限…６月１日（月）
◉問い合わせ…こども家庭課（☎３９ｰ１２４３）
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